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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第３期

第３四半期
連結累計期間

第４期
第３四半期
連結累計期間

第３期

会計期間
自　平成25年４月１日

至　平成25年12月31日

自　平成26年４月１日

至　平成26年12月31日

自　平成25年４月１日

至　平成26年３月31日

売上高 （百万円） 33,133 34,319 46,696

経常利益 （百万円） 2,200 1,547 3,402

四半期（当期）純利益 （百万円） 1,029 1,489 970

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,882 452 1,488

純資産額 （百万円） 17,913 17,293 17,189

総資産額 （百万円） 68,884 70,031 69,022

１株当たり四半期
（当期）純利益金額

（円） 31.61 45.71 29.80

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 24.7 24.7 23.8
 

 

回次
第３期

第３四半期
連結会計期間

第４期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年10月１日

至 平成25年12月31日

自 平成26年10月１日

至 平成26年12月31日

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額（△）

 　(円) 42.06 △9.74
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２　売上高には、消費税等は含まれていない。

３　「潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額」については、潜在株式が存在しないため記載して

いない。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営む事業の内容に重要

な変更はない。

また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりである。

 
（陸上事業）

当第３四半期連結会計期間において、サノヤス精密工業㈱を新規設立（連結子会社）している。

この結果、平成26年12月31日現在では、当社グループは、当社、子会社18社及び関連会社１社で構成されること

となった。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事

業等のリスク」についての重要な変更はない。

 なお、重要事象等は存在していない。

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものである。

 

(1)　業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、夏場まで続いた消費税増税による個人消費の反動減影響が

徐々に薄らぎ、増税・円安や天候不順が重なったものの、平成26年末には雇用・所得環境の改善による個人消費の

持ち直しがみられつつある。また、在庫削減等、低迷していた企業の生産活動にも底入れの兆しがみられるように

なった。こうした中、日本銀行は平成26年10月末に追加金融緩和に踏み切り、円相場を大幅に円安方向に傾ける一

方、安倍政権は消費税再増税の延期とアベノミクスに対する信任を求めた総選挙で勝利し、追加経済対策を打つ体

制を整えた。他方、海外では、米国において雇用の着実な改善を背景とした個人消費の持ち直しにより景気の回復

力が強まっているが、ヨーロッパでは地政学的リスクの高まりや原油安による産油国、とりわけロシア経済の変調

により不透明感が増している。また、中国経済の成長率は７％台に低下し新興国経済が成長を続けてはいるもの

の、世界経済は力強さには欠ける展開となっている。

当社グループを取り巻く事業環境は、造船事業においては船腹及び製造設備の過剰という構造問題が継続する

中、海運市況低迷の継続に伴い新造船需給は悪化しており、船価動向の低迷が続いている。かかる状況下、89千重

量トン型ポストパナマックス・バルクキャリアーの開発を完了、販売活動を開始しており、今般、２隻を受注し

た。また、世界最高水準の省エネ性能を誇る82千重量トン型パナマックス・バルクキャリアーと60千重量トン型ス

プラマックス・バルクキャリアーとともに受注活動を強化している。一方、水島製造所において、作業船を対象と

した改修船事業を本格化させているほか、大型作業船の新造船事業にも取り組み、大阪製造所では修繕船事業とLPG

船用タンクの製造を大幅に拡大した。

陸上事業においては、建設需要の増加など国内景気回復に応じた積極的な受注活動に努めるとともに、各事業領

域において新規事業や新製品の開発に注力した。立体駐車装置事業において古河産機システムズ㈱からの事業譲受

によって規模を拡大したほか、津波避難タワー販売における紀陽銀行との顧客紹介契約締結など販売面の強化も

図った。また、グループ経営強化の一環として、精密機械加工事業会社２社の統合へ向け、当該事業会社の出資比

率引き上げや中間持株会社設立等の組織再編にも着手した。

レジャー事業においては、豪州観覧車の営業強化を図るとともに、国内の機械販売・遊具運営に引続き注力し

た。

当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は前年同四半期比1,185百万円（3.6％）増加の34,319百万円とな

り、営業利益は前年同四半期比746百万円（33.6％）減少の1,475百万円、経常利益は前年同四半期比652百万円

（29.7％）減少の1,547百万円、四半期純利益は前年同四半期比459百万円（44.6％）増加の1,489百万円となった。

　

なお、当社グループは受注産業の特性、特に、新造船受注においては海運相場に強い影響を受ける船価相場の動

向と新規受注の有無、既受注米ドル建て新造船については毎四半期末の為替相場の変動及びそのリスクヘッジの実

行が大きく影響することから、四半期業績が年度業績に必ずしも連動しない。
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セグメント別の業績は次のとおりである。

①造船事業

　上記の通り新造船の需給環境が極めて厳しい中、商機を捉え、第１四半期には82千重量トン型パナマックス・バ

ルクキャリアー及び60千重量トン型スプラマックス・バルクキャリアー計３隻を受注し、第３四半期には新設計の

89千重量トン型ポストパナマックス・バルクキャリアー２隻を受注した。一方、新造船の引渡しは、82千重量トン

型パナマックス・バルクキャリアー２隻、チップ船２隻、石炭専用船１隻の合計５隻であり、受注残高は23隻、営

業の方針としている約３年分を維持した。また、これらバルクキャリアーに加えて作業船１隻を受注している。修

繕船等の事業を含めた造船事業の受注残高は、工事進行基準による金額にして71,672百万円となった。

　上記新造船に修繕船事業等を加えた当該事業の売上高は、前年同四半期比327百万円（1.3％）増加の24,801百万

円となった。これは、リーマンショック後に受注した低船価の新造船が製造工程において過半を占めるようになっ

てきたことによる船価の下落影響に伴う減収を、為替要因（円安）及びLPG船用タンクの製造を含む修繕船事業等や

プラント事業の増収により補った結果である。営業利益は前年同四半期比1,083百万円（35.3％）減少の1,990百万

円となった。これは、前年同四半期が円安への移行局面での受注工事損失引当金の戻入額が繰入額を上回ったのに

対して、当四半期は、円安局面を捉えて為替リスクのヘッジを行った結果、受注済みの新造船に関する為替変動に

よる受注工事損失引当金の変動が小幅にとどまったことと、新造船市況の悪化により新造船受注に際して受注工事

損失引当金の新規引当てが必要となったことによるものである。

 

②陸上事業

　陸上事業においては、顧客ニーズに対応した積極的な受注活動に努めた結果、当第３四半期連結会計期間末の受

注残高は3,960百万円となった。売上高は、古河産機システムズ㈱からの事業譲受によって駐車装置メンテナンス売

上が伸長したほか、化粧品製造装置の製造販売や建設用エレベータのレンタル売上を中心に増収となり、前年同四

半期比876百万円（15.2％）増加の6,649百万円となった。営業利益は前年同四半期比244百万円（271.4％）増加の

334百万円となった。

 

③レジャー事業

　レジャー事業においては、遊園地ニーズに対応した営業活動に努めたが、前年度に受注が増加した反動もあり、

当第３四半期連結会計期間末の受注残高は564百万円となった。売上高は、豪州観覧車が本格営業を始めたものの、

機械販売の減収と、天候不順による国内遊具運営事業の減収により、前年同四半期比38百万円（1.4％）減少の

2,656百万円となった。営業損益は、豪州観覧車がいまだ助走段階にあり、前年同四半期比172百万円改善したもの

の、369百万円の営業損失となった。

 

④その他の事業

　ソフト開発を行うその他の事業においては、当第３四半期連結会計期間末の受注残高は123百万円となった。売上

高は、前年同四半期比20百万円（11.0％）増加の212百万円となった。営業利益は10百万円（前年同四半期実績は10

百万円の営業損失）となった。

 

(2)　財政状態の分析

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べて482百万円増加し、43,230百万円

となった。これは主に、現金及び預金が340百万円、受取手形及び売掛金が228百万円それぞれ減少したものの、

仕掛品が637百万円、その他流動資産が354百万円それぞれ増加したこと等によるものである。

当第３四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末に比べて525百万円増加し、26,800百万円

となった。これは主に、有形固定資産が867百万円減少したものの、投資有価証券が837百万円、のれんが456百万

円それぞれ増加したこと等によるものである。
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（負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べて335百万円増加し、27,749百万円

となった。これは主に、賞与引当金が317百万円、短期借入金が310百万円、その他流動負債が277百万円それぞれ

減少したものの、支払手形及び買掛金が1,025百万円、受注工事損失引当金が248百万円それぞれ増加したこと等

によるものである。

当第３四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末に比べて569百万円増加し、24,988百万円

となった。これは主に、退職給付に係る負債が704百万円減少したものの、その他固定負債が961百万円、長期借

入金が185百万円、繰延税金負債が134百万円それぞれ増加したこと等によるものである。

 

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて103百万円増加し、17,293百万

円となった。これは主に、新造船に関する為替変動リスクをヘッジしたことに対する繰延ヘッジ損失の計上によ

る1,517百万円、加藤精機㈱の出資比率引き上げ等による少数株主持分の減少754百万円といった純資産の減少要

因が生じたものの、利益剰余金が1,855百万円、その他有価証券評価差額金が408百万円、退職給付に係る調整累

計額が91百万円それぞれ増加したこと等によるものである。

 

(3)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はない。

 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条３号に掲げる事項）は次のとおりである。

 

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容

 

当社は、当社グループの財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの企業価値ひいては株主共同

の利益を確保・向上していくことを可能とする者が望ましいと考えております。もっとも、上場会社として当社株

式の自由な売買が行われている以上、特定の者の大規模な買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終

的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。

しかしながら、株式の大規模買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益を著しく

損なうもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強制するおそれがあるもの、株主の皆様が買付けの条件等について

検討したり、当社取締役会が代替案を提案したりするための十分な時間や情報を提供しないもの等も散見されま

す。また、造船事業及び陸上事業を手掛ける当社グループの経営においては、当社グループが保有する有形無形の

経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果、当社グループに与えられた社会的使命、それら当社グループの企業

価値ひいては株主共同の利益を構成する要素等への理解に基づく中長期的な視野を持った経営施策が必要不可欠で

す。かかる買付行為がなされる場合や当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者によりかかる中長期的視野を

欠く経営がなされる場合、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益や当社グループに関わる全てのステー

クホルダーの利益は毀損されることになる可能性があります。

従って、当社としましては、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行

う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような大規模買付行為を行う者

に対しては必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要が

あると考えております。
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② 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

 

当社グループの企業価値の源泉は、顧客ニーズに即した製品を提供し続ける技術開発力、熟練した技能及び豊富

なノウハウを有する従業員、顧客・地域社会・取引先との信頼関係、技術力の結晶を生み出す当社グループの事業

拠点、人々の生活を豊かにするために日々研鑚する企業精神等にあると考えております。

当社グループといたしましては、これら企業価値の源泉を最大限に活用しつつ、以下の取組みにより、中長期的

な視点から企業価値の向上に努めております。

◎　持株会社の下で、連結経営のレベルアップを図り、それぞれの事業に最適なビジネスモデルの構築や、事業特

性に応じたリスク管理力の強化を図っております。

◎　持株会社に各事業グループを担当する役員を置き、事業グループ内における会社間の有機的な結合、シナジー

効果の創出によって、事業グループ全体、ひいては当社グループ全体の収益力の強化を図っております。

◎　多様化する顧客ニーズと信頼に応えるとともに、安全かつ、環境に配慮した製品の開発等の技術革新に絶えず

取組み、製品の安全性、信頼性の確保を図っております。

◎　自ら考え、働く集団を目指し、仕事の重要度や役割の大きさにより公正な評価と処遇を実現し、かつ人が育ち

将来のキャリアを見通せる人事制度を導入することにより、次代に備えた人づくりと、職員の能力・意欲を引

き出し、成果を実現させる会社づくりを進めております。

◎　教育研修制度の充実により、永年にわたって蓄積した専門技術・技能・ノウハウの維持、向上及び円滑な継承

を行うとともに、マネジメント力の強化と活力ある組織風土を実現いたしております。

◎　相互信頼に基づく良好な労使関係を継続しております。

◎　100年以上にわたり培った社会的信用や、４つの事業領域での実績を通して構築された顧客、地域社会、取引

先等との揺るぎない信頼関係を維持しております。

 

このほか、経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、効率的な意志決

定及び業務執行の体制を構築するとともに、経営の透明性を保ちつつ、企業価値の向上を目指すことを狙いとし

て、執行役員制度を導入いたしております。また、事業年度ごとの経営責任をより一層明確にし、株主の皆様から

の信任の機会を増やすために、取締役の任期を１年とするなど、コーポレート・ガバナンスの強化充実に向けて取

組んでおります。

 

 

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

　 取組み

 
当社は、平成23年10月３日付取締役会決議に基づき、①で述べた基本方針に照らし、「当社株式の大規模買付行

為への対応方針（買収防衛策）」（以下「本対応方針」といいます。）を導入し、平成24年５月11日開催の当社取

締役会において、同年６月26日開催の定時株主総会における株主の皆様の承認を条件として本対応方針を継続する

ことを決議いたしました。
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本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、また

は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（市場取引、公開買付け等の

具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意した者による買付行為を除きます。かか

る買付行為を以下「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を以下「大規模買付者」といいます。）が

行われる場合に、(a)大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提

供し、(b)当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ(c)当社取締役会または株主総会が新株予約権の発

行等の対抗措置の発動の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する、という大規模買付ルールの遵

守を大規模買付者に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を新株

予約権の発行等を利用することにより抑止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させることを目的と

するものです。

大規模買付行為が行われる場合、まず、大規模買付者には、当社代表取締役宛に大規模買付者及び大規模買付行

為の概要並びに大規模買付ルールに従う旨が記載された「意向表明書」を提出することを求めます。さらに、大規

模買付者には、当社取締役会が当該意向表明書受領後10営業日以内に交付する必要情報リストに基づき株主の皆様

の判断及び当社取締役会の意見形成のために必要な情報の提供を求めます。

次に、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し前述の必要情報の提供を完

了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）または90日間

（その他の大規模買付行為の場合）（最大30日間の延長がありえます。）を当社取締役会による評価、検討、交

渉、意見形成、代替案立案のための期間とし、当社取締役会は、当該期間内に、外部専門家等の助言を受けなが

ら、大規模買付者から提供された情報を十分に評価・検討し、後述の独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、当

社取締役会としての意見をとりまとめて公表します。また、当社取締役会は、必要に応じ、大規模買付者との間で

大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会としての代替案を提示することもあります。

当社取締役会は、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を防止するための諮問機関とし

て、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外有識者の中から選任

された委員からなる独立委員会を設置し、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しないため対抗措置を発動すべ

きか否か、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるため対抗措置を

発動すべきか否か、対抗措置の発動の可否につき株主総会に諮るべきか否か等の本対応方針に係る重要な判断に際

しては、独立委員会に諮問することとします。独立委員会は、(a)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しないた

め対抗措置発動を勧告した場合、(b)大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を著しく損なうと認められるため対抗措置発動を勧告した場合、及び(c)大規模買付者による大規模買付行為ないし

その提案内容の評価、検討の結果、対抗措置の不発動を勧告した場合を除き、新株予約権の発行等の対抗措置の発

動の可否につき株主総会に諮るべきである旨の勧告を当社取締役会に対し行います。その場合、当社取締役会は、

新株予約権の発行等の対抗措置の発動についての承認を議案とする株主総会を開催するものとします。なお、独立

委員会が(a)または(b)により対抗措置発動を勧告した場合であっても、当社取締役会が善管注意義務に照らし、株

主総会に諮るべきであると判断する場合は株主総会を開催することができるものとします。
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当社取締役会は、株主総会決議に従って、または取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がな

い限り独立委員会の前述の勧告を最大限尊重し、新株予約権の発行等の対抗措置の発動または不発動に関する会社

法上の機関としての決議を遅滞なく行います。対抗措置として新株予約権の発行を実施する場合には、新株予約権

者は、当社取締役会が定めた１円以上の額を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社普通株式を取得するこ

とができるものとし、当該新株予約権には、大規模買付者等による権利行使が認められないという行使条件や当社

が大規模買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項等を付すこと

があるものとします。また、当社取締役会は、当社取締役会または株主総会が対抗措置の発動を決定した後も、対

抗措置の発動が適切でないと判断した場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動の変更

または停止を行うことがあります。当社取締役会は、前述の決議を行った場合は、適時適切に情報開示を行いま

す。

本対応方針の有効期限は、平成24年６月26日開催の定時株主総会においてその継続が承認されたことから、当該

定時株主総会の日から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとし、以

降、本対応方針の更新（一部修正した上での継続も含みます。）については当社株主総会の承認を経ることとしま

す。また、本対応方針の有効期間中であっても、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から、関係法令の

整備や、金融商品取引所が定める上場制度の整備等を踏まえ随時見直しを行い、本対応方針の変更を行うことがあ

ります。

本 対 応 方 針 の 詳 細 に つ い て は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （ ア ド レ ス

http://www.sanoyas.co.jp/ir/other.html）に掲載する「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）

継続に関するお知らせ」をご覧下さい。

 

 

④ 各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

 

②に記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

は、②に記載した通り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための具体的方策であり、当社の会

社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿うものです。

また、③に記載した本対応方針も、③に記載した通り、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるために継

続されたものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿うものです。

特に、本対応方針は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、対抗措置の発動または不発動の

判断の際には取締役会はこれに必ず諮問することとなっていること、独立委員会が株主総会に諮る必要がないと判

断する限定的な場合を除き、原則として株主総会決議によって対抗措置の発動の可否が決せられること、本対応方

針の継続については株主の皆様のご承認をいただくこととなっていること等その内容において公正性・客観性が担

保される工夫がなされている点において、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役

員の地位の維持を目的とするものではありません。

 

(4)　研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は157百万円である。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 120,000,000

計 120,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成26年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年２月６日)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 32,600,000 32,600,000 東京証券取引所（市場第一部）
単元株式数は
100株である。

計 32,600,000 32,600,000 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項なし。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項なし。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項なし。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年12月31日 － 32,600 － 2,538 － 1,110
 

 

(6) 【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はない。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載すること

ができないので、直前の基準日である平成26年９月30日現在で記載している。

 

① 【発行済株式】

平成26年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式

 
－ －

22,400

完全議決権株式（その他） 普通株式 32,573,200 325,732 －

単元未満株式 普通株式 4,400 － －

発行済株式総数  32,600,000 － －

総株主の議決権  － 325,732 －
 

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式78株が含まれている。

 

② 【自己株式等】

平成26年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）      

サノヤスホールディングス㈱
大阪市北区中之島
三丁目３番23号

22,400 － 22,400 0.07

計 － 22,400 － 22,400 0.07
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項なし。
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第４ 【経理の状況】

 

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成している。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、有限責任あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 21,404 21,064

  受取手形及び売掛金 17,758 ※２  17,530

  商品及び製品 126 130

  仕掛品 814 1,452

  原材料及び貯蔵品 657 722

  繰延税金資産 18 7

  その他 1,989 2,344

  貸倒引当金 △22 △22

  流動資産合計 42,747 43,230

 固定資産   

  有形固定資産   

   機械及び装置（純額） 6,327 5,997

   土地 5,232 4,997

   その他（純額） 7,859 7,557

   有形固定資産合計 19,419 18,551

  無形固定資産   

   ソフトウエア 566 574

   のれん － 456

   その他 30 30

   無形固定資産合計 597 1,061

  投資その他の資産   

   投資有価証券 5,168 6,005

   長期貸付金 77 130

   退職給付に係る資産 76 117

   繰延税金資産 218 268

   その他 896 777

   貸倒引当金 △178 △111

   投資その他の資産合計 6,258 7,187

  固定資産合計 26,275 26,800

 資産合計 69,022 70,031
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 8,971 ※２  9,996

  短期借入金 7,298 6,988

  1年内償還予定の社債 30 －

  未払法人税等 103 109

  前受金 6,569 6,491

  賞与引当金 428 111

  保証工事引当金 114 181

  受注工事損失引当金 1,740 1,989

  その他 2,158 1,880

  流動負債合計 27,414 27,749

 固定負債   

  長期借入金 16,844 17,029

  退職給付に係る負債 4,522 3,817

  資産除去債務 437 440

  繰延税金負債 2,205 2,340

  負ののれん 38 28

  その他 370 1,332

  固定負債合計 24,418 24,988

 負債合計 51,833 52,737

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,538 2,538

  資本剰余金 727 727

  利益剰余金 11,807 13,662

  自己株式 △5 △5

  株主資本合計 15,067 16,922

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,683 2,092

  繰延ヘッジ損益 △11 △1,529

  為替換算調整勘定 23 45

  退職給付に係る調整累計額 △329 △238

  その他の包括利益累計額合計 1,366 369

 少数株主持分 755 0

 純資産合計 17,189 17,293

負債純資産合計 69,022 70,031
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 33,133 34,319

売上原価 27,551 29,389

売上総利益 5,582 4,930

販売費及び一般管理費 3,360 3,454

営業利益 2,222 1,475

営業外収益   

 受取利息 15 19

 受取配当金 57 74

 為替差益 78 118

 持分法による投資利益 52 70

 貸倒引当金戻入額 14 16

 その他 84 51

 営業外収益合計 304 351

営業外費用   

 支払利息 260 267

 その他 65 11

 営業外費用合計 325 279

経常利益 2,200 1,547

特別利益   

 負ののれん発生益 － 249

 資産除去債務戻入益 － 124

 固定資産売却益 67 14

 特別利益合計 67 388

特別損失   

 減損損失 41 267

 固定資産売却損 20 －

 固定資産除却損 5 11

 その他 － 3

 特別損失合計 67 281

税金等調整前四半期純利益 2,199 1,653

法人税、住民税及び事業税 318 261

法人税等調整額 857 △54

法人税等合計 1,176 207

少数株主損益調整前四半期純利益 1,023 1,446

少数株主損失（△） △6 △42

四半期純利益 1,029 1,489
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,023 1,446

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 958 411

 繰延ヘッジ損益 △78 △1,517

 為替換算調整勘定 △20 21

 退職給付に係る調整額 － 91

 その他の包括利益合計 859 △994

四半期包括利益 1,882 452

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,876 492

 少数株主に係る四半期包括利益 6 △39
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第３四半期連結会計期間より、新たに設立したサノヤス精密工業㈱を連結の範囲に含めている。

 
(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込

額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を平均残存勤務期間

に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率へ変

更している。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ている。

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が532百万円減少し、利益剰余金が529百万円

増加している。なお、これに伴う当第３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微である。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

１  受取手形割引高

 

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

受取手形割引高 104百万円 25百万円
 

 

※２  期末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。なお、当第３

四半期連結会計期間末日が金融機関の休業日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が当第３四半期

連結会計期間末残高に含まれている。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

受取手形 －百万円 65百万円

支払手形 －百万円 929百万円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）、のれんの償却額及び負ののれ

んの償却額は、次のとおりである。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
 至 平成26年12月31日)

減価償却費 1,513百万円 1,489百万円

のれんの償却額 －百万円 24百万円

負ののれんの償却額 △15百万円 △9百万円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月25日
定時株主総会

普通株式 162 5 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項なし。

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月24日
定時株主総会

普通株式 162 5 平成26年３月31日 平成26年６月25日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項なし。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント その他の
事業

（注１）
合計

調整額
（注２）

四半期
連結損益
計算書
計上額
（注３）

造船事業 陸上事業
レジャー
事業

計

売上高         

  外部顧客への売上高 24,473 5,773 2,695 32,942 191 33,133 － 33,133

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

38 0 － 39 114 153 △153 －

計 24,512 5,774 2,695 32,981 305 33,287 △153 33,133

セグメント利益又は
損失（△）

3,074 90 △542 2,622 △10 2,611 △389 2,222
 

 (注) １ 「その他の事業」の区分は報告セグメントには含まれていない事業セグメントであり、ソフトウエア開発

を含んでいる。

２ 調整額は、以下のとおりである。

セグメント利益又は損失の調整額389百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用394百万円、

貸倒引当金の調整額△０百万円及びセグメント間取引消去△５百万円である。

全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費である。

３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

　

２　報告セグメントごとの資産に関する情報

当第３四半期連結累計期間において、豪州観覧車を取得したことに伴い、前連結会計年度の末日に比べ、レ

ジャー事業のセグメント資産が2,668百万円増加している。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント その他の
事業

（注１）
合計

調整額
（注２）

四半期
連結損益
計算書
計上額
（注３）

造船事業 陸上事業
レジャー
事業

計

売上高         

  外部顧客への売上高 24,801 6,649 2,656 34,107 212 34,319 － 34,319

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

6 － － 6 138 145 △145 －

計 24,808 6,649 2,656 34,114 351 34,465 △145 34,319

セグメント利益又は
損失（△）

1,990 334 △369 1,955 10 1,966 △490 1,475
 

 (注) １ 「その他の事業」の区分は報告セグメントには含まれていない事業セグメントであり、ソフトウエア開発

を含んでいる。

２ 調整額は、以下のとおりである。

セグメント利益又は損失の調整額490百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用499百万円、

貸倒引当金の調整額△１百万円及びセグメント間取引消去△７百万円である。

全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費である。

３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

　

　２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　（重要な負ののれん発生益）

「陸上事業」セグメントにおいて、連結子会社の株式を追加取得したことに伴う負ののれん発生益を特別利益

に計上している。なお、当該負ののれん発生益の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては249百万円であ

る。

 

(企業結合等関係)

共通支配下の取引等

子会社株式の追加取得

　１ 取引の概要

(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合当事企業の名称：加藤精機㈱（当社の連結子会社）

事業内容　　　　　：各種産業用機械部品の精密切削加工・製造等

(2)企業結合日

平成26年11月19日

(3)企業結合の法的形式

少数株主からの株式取得

(4)結合後企業の名称

変更なし。

(5)その他取引の概要に関する事項

追加取得した株式の議決権比率は40％であり、当該取引により加藤精機㈱を当社の完全子会社とした。

当該取得は、市場環境の変化により柔軟に対応できる体制を整え、当社グループの事業基盤を一層強化す

るために行ったものである。

 
　２ 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日公表分）

に基づき、共通支配下の取引等のうち、少数株主との取引として処理している。
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　３ 子会社株式の追加取得に関する事項

(1)取得原価及びその内訳

取得の対価 現金及び預金 465百万円

取得原価  465百万円
 

　

(2)発生した負ののれん発生益の金額及び発生原因

①発生した負ののれん発生益の金額

249百万円

②発生原因

子会社株式の追加取得の取得原価が少数株主持分の減少額を下回ったため、その差額を負ののれん発生

益として特別利益に計上している。

　　

(１株当たり情報)

　 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
 至 平成26年12月31日)

 １株当たり四半期純利益金額 31円61銭 45円71銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(百万円) 1,029 1,489

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 1,029 1,489

普通株式の期中平均株式数(千株) 32,577 32,577

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。
 

 

(重要な後発事象)

　 該当事項なし。

 

２ 【その他】

　 該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年２月６日

サノヤスホールディングス株式会社

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　松　　井　　隆　　雄　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　三　　宅　　　　　潔　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサノヤスホール

ディングス株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成26

年10月１日から平成26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及

び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サノヤスホールディングス株式会社及び連結子会社の平成26年12

月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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